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佐

藤

達

郎

は

じ

め

に

後
漢
か
ら
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
官
職
や
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る
典
章
制
度
に
関
す
る
著
作
│
│
こ
こ
で
は
職
官
儀
注
書
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
│
│
が
発
達
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
発
生
の
背
景
と
要
因
、
ま
た
後
漢
末
か
ら
魏
晋
時

代
に
か
け
て
の
そ
の
変
化
に
つ
い
て
、
筆
者
は
さ
き
に
い
く
つ
か
の
具
体
例
を
分
析
し
つ
つ
述
べ
て
き
た
が
、
典
章
制
度
の
書
と
し
て
は

む
ろ
ん
、
単
行
の
職
官
儀
注
書
と
並
ん
で
正
史
の
職
官
志
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
漢
時
代
に
成
立
し
た
職
官
儀
注
書
、
な
ら
び

に
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
、
こ
れ
ら
の
系
譜
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
漢
末
魏
晋
に
は
文
化
上
の
大
き
な
変
動
と
と
も
に
、
当
時
の
知
的
関
心

が
強
く
こ
れ
ら
の
著
作
に
も
反
映
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
魏
晋
期
に
成
立
す
る
典
章
制
度
の
書
と
し
て
取
り
上
げ
る

べ
き
も
の
の
一
つ
が
、
西
晋
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
の
諸
志
、
な
か
で
も
百
官
志
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
続
漢
書
』

百
官
志
（
以
下
、
と
き
に
続
百
官
志
と
略
称
す
る
）
の
内
容
、
構
成
、
お
よ
び
資
料
的
来
源
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
制
叙
述
の

あ
り
方
が
当
時
の
時
代
環
境
に
い
か
に
影
響
を
受
け
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

（
�
）

司
馬
彪
『
続
漢
書
』
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
は
渡
邊
義
浩
氏
に
専
論
が
あ
り
、
ま
た
谷
井
俊
仁
、
中
村
圭
爾
各
氏
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の

一



（
�
）

職
官
儀
注
書
や
百
官
志
の
系
譜
を
論
ず
る
中
で
続
百
官
志
に
も
言
及
す
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
続
百
官
志
に
つ
い
て
は
部
分
的
に
触
れ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、『
続
漢
書
』
八
志
の
訳
注
と
考
察
を
行

（
�
）

っ
たM

ansvelt
B

eck

氏
の
著
作
で
あ
り
、
そ
の
中
で
氏
は
、
続
百
官
志
が
『
周
礼
』
を
官
制
叙
述
の
モ
デ
ル
と
し
、
簡
素
化
と
理
念
化

の
志
向
を
見
せ
る
こ
と
、
ま
た
資
料
的
来
源
と
し
て
『
東
観
漢
記
』
百
官
表
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
ま
た
中

国
で
は
近
年
、
徐
冲
氏
が
続
百
官
志
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
司
馬
彪
の
本
文
と
彼
に
よ
る
「
本
注
」
と
の
区
別
を
強
調
し
た
上
で
同
書

（
�
）

の
元
来
の
体
裁
を
復
元
、
そ
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
問
題
点
の
い
く
つ

か
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
従
来
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
同
時
代
の
編
纂
物
す
な
わ
ち
晋
泰
始
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
推
測
を
行
う
も
の

で
あ
る
。

一

司
馬
彪
の
『
続
漢
書
』
と
八
志
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
│
│
概
略
と
い
く
つ
か
の
指
摘
│
│

続
百
官
志
の
内
容
的
検
討
に
移
る
前
に
、
本
章
で
は
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
と
続
百
官
志
の
編
纂
の
概
略
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
一
通
り

通
観
す
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

『
晋
書
』
巻
八
十
二
本
伝
お
よ
び
巻
三
十
七
宗
室
伝
に
よ
れ
ば
、
司
馬
彪
は
司
馬
懿
の
甥
に
当
た
る
高
陽
王
司
馬
睦
の
長
子
と
し
て
生

ま
れ
た
。
恵
帝
末
年
に
六
十
余
歳
で
没
し
た
と
あ
る
の
で
、
生
年
は
曹
魏
の
中
葉
、
正
始
の
頃
で
あ
ろ
う
。
少
く
し
て
学
問
を
好
み
な
が

ら
も
素
行
不
良
ゆ
え
廃
嫡
さ
れ
、
爾
来
い
っ
そ
う
学
に
専
念
、「
故
に
群
籍
を
博
覧
し
、
そ
の
綴
集
の
務
を
終
う
る
を
得
」
た
と
い
う
。

（
�
）

そ
の
後
、
晋
朝
が
開
か
れ
る
と
著
作
の
官
た
る
秘
書
郎
・
丞
を
歴
任
、『
荘
子
』
注
や
漢
末
の
こ
と
を
記
し
た
歴
史
書
『
九
州
春
秋
』
を

著
し
た
。
後
者
が
『
続
漢
書
』
編
纂
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
無
論
だ
が
、
前
者
、
す
な
わ
ち
彼
に
玄
学
の
造
詣
の

『
続
漢
書
』
百
官
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と
晋
官
品
令
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あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
少
し
注
意
し
た
い
。
彼
の
廃
嫡
の
理
由
に
つ
い
て
本
伝
に
は
「
好
色
薄
行
に
し
て
睦
の
責
む
る
所
と
為
る
」
と
あ

る
が
、
た
と
え
ば
曹
魏
前
期
に
謀
臣
と
し
て
活
躍
し
た
劉
曄
の
子
、
陶
は
「
高
才
に
し
て
薄
行
」、
談
論
を
能
く
し
て
「
当
時
の
推
す
所

と
為
」
り
（『
三
国
志
』
巻
十
四
劉
曄
伝
お
よ
び
注
引
王
弼
伝
）、
ま
た
東
晋
の
博
物
学
者
と
し
て
名
高
い
郭
璞
は
「
性
は
軽
易
、
威
儀
を

修
め
ず
、
酒
を
嗜
み
色
を
好
む
」
と
い
う
（『
晋
書
』
本
伝
）。
何
晏
ら
正
始
の
玄
学
者
た
ち
が
司
馬
懿
に
よ
り
粛
正
さ
れ
て
間
も
な
い
時

期
、
清
談
の
風
は
依
然
貴
族
た
ち
の
社
交
界
を
覆
っ
て
い
た
。「
言
論
放
蕩
」
の
廉
で
刑
死
し
た
�
康
を
悼
む
声
が
天
下
に
響
い
た
の
は
、

司
馬
彪
が
二
十
歳
の
頃
で
あ
る
。「
好
色
薄
行
」
と
さ
れ
る
彼
も
、
そ
の
若
い
時
期
、
こ
う
し
た
知
識
人
界
の
風
潮
に
染
ま
っ
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
る
な
ら
、
父
に
よ
る
廃
嫡
の
理
由
も
、
曹
魏
末
期
の
司
馬
氏
│
曹
氏
両
派
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
暗

（
�
）

闘
の
な
か
、
後
者
に
近
し
い
清
談
派
へ
の
接
近
が
厭
わ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
後
世
俗
の
交
流
を
絶
っ
た
と

い
う
彼
の
態
度
の
背
後
に
も
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
続
漢
書
』
編
纂
の
意
図
に
つ
い
て
、
彼
の
伝
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

以
為
ら
く
、「
先
王
、
史
官
を
立
て
以
て
時
事
を
書
し
、
善
悪
を
載
せ
以
て
沮
勧
を
為
し
、
教
世
の
要
を
撮
る
な
り
。
是
を
以
て
春

秋
修
め
ざ
れ
ば
則
ち
仲
尼
こ
れ
を
理
む
。
関
雎
既
に
乱
る
れ
ば
則
ち
師
摯
こ
れ
を
修
む
。
前
哲
、
豈
に
煩
を
好
ま
ん
や
、
蓋
し
已
む

を
得
ざ
る
が
故
な
り
。
漢
氏
中
興
よ
り
建
安
に
訖
る
ま
で
忠
臣
義
士
亦
た
以
て
昭
著
た
り
、
而
し
て
時
に
良
史
無
く
、
記
述
煩
雑
な

り
、
�
周
已
に
刪
除
す
と
雖
も
然
れ
ど
も
猶
お
未
だ
尽
く
さ
ず
、
安
順
以
下
、
亡
欠
せ
る
者
多
し
」
と
。
彪
乃
ち
衆
書
を
討
論
し
、

そ
の
所
聞
を
綴
り
、
世
祖
に
起
り
孝
献
に
終
わ
る
こ
と
編
年
二
百
、
録
世
十
二
、
上
下
を
通
綜
し
、
庶
事
を
旁
貫
し
、
紀
・
志
・
伝

を
為
る
こ
と
凡
そ
八
十
篇
、
号
し
て
続
漢
書
と
曰
う
。

渡
邊
氏
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
後
漢
一
代
の
「
忠
臣
義
士
」
の
顕
彰
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
善
悪
」
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
「
教
世
」
の

書
と
し
て
同
書
は
編
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
ら
の
著
を
『
春
秋
』
や
『
詩
』
に
な
ぞ
ら
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
経
典
化
へ

『
続
漢
書
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の
志
向
は
、
煩
雑
な
記
述
を
厭
う
簡
素
化
へ
の
志
向
と
と
も
に
、
後
述
の
よ
う
に
彼
の
八
志
に
も
通
底
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
『
続
漢
書
』
八
志
中
、
と
く
に
百
官
志
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

る
。

昔
、
周
公
、
周
官
を
作
り
、
分
職
著
明
に
し
て
法
度
も
て
相
い
持
し
、
王
室
微
な
り
と
雖
も
、
猶
お
能
く
久
し
く
存
す
。
今
、
そ
の

遺
書
は
周
室
牧
民
の
德
、
既
に
至
れ
る
を
観
る
所
以
に
し
て
、
又
た
そ
の
来
事
に
益
有
る
の
範
た
る
こ
と
、
殆
ど
未
だ
窮
む
る
所
有

ら
ざ
る
な
り
。
故
新
汲
令
・
王
隆
の
小
学
漢
官
篇
を
作
る
や
、
諸
文
�
說
、
較
略
に
し
て
究
め
ず
。
唯
だ
班
固
の
百
官
公
卿
表
を
著

す
の
み
、
漢
の
秦
を
承
け
官
を
置
く
の
本
末
を
記
し
、
王
莽
に
訖
る
ま
で
、
差
や
條
貫
有
り
。
然
れ
ど
も
皆
な
孝
武
奢
広
の
事
に
し

て
、
又
た
職
分
未
だ
悉
く
さ
ず
。
世
祖
節
約
の
制
、
宜
し
く
常
憲
と
為
す
べ
し
、
故
に
そ
の
官
簿
に
依
り
、
粗
ま
し
職
分
を
注
し
、

以
て
百
官
志
と
為
す
。
凡
そ
置
官
の
本
、
及
び
中
興
に
省
く
所
、
因
り
て
復
た
見
る
無
き
者
は
、
既
に
漢
書
百
官
表
に
在
れ
ば
、
復

た
悉
く
は
載
せ
ず
。

こ
こ
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
司
馬
彪
が
『
周
礼
』
を
官
制
記
述
の
理
想
に
掲
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
先
述
の
よ

う
に
、B

eck

氏
や
徐
冲
氏
ら
の
先
行
研
究
で
も
こ
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
言
い
添
え
て
お
き
た
い
の
は
、『
周
礼
』
を
模

倣
し
た
と
さ
れ
る
続
百
官
志
本
文
が
あ
く
ま
で
漢
制
を
本
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
胡
広
『
漢
官
解
詁
』
以
来
の
伝
統
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
谷
井
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
に
、
王
隆
『
小
学
漢
官
篇
』
│
│
胡
広
が
こ
れ
に
注
解
を
施
し
た
も
の

が
『
漢
官
解
詁
』
で
あ
る
│
│
を
条
文
未
整
理
で
疎
略
な
も
の
と
し
て
却
け
、
対
し
て
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
を
「
條
貫
」
あ
り
と
評
価

し
つ
つ
も
、
武
帝
の
採
っ
た
奢
広
の
制
と
し
て
戒
め
、
光
武
帝
の
節
倹
の
制
こ
そ
を
則
る
べ
き
典
範
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
司
馬

彪
が
光
武
の
節
倹
を
旨
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
はB

eck

氏
、
徐
冲
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
第
三
に
、
百
官
志
の
編
纂
に
当
た
っ
て
は

「
官
簿
」
に
依
拠
し
、
各
官
の
職
分
を
注
と
し
て
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
続
百
官
志
が
元
来
、
本
文
と
注
と
に
分
か
れ
て
い
な
が
ら
、
梁

『
続
漢
書
』
百
官
志
と
晋
官
品
令
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の
劉
昭
以
来
、
両
者
の
区
別
が
不
分
明
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
徐
冲
氏
が
改
め
て
元
来
の
体
裁
を
復
元
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ

た
。
な
お
、
編
纂
資
料
と
さ
れ
た
と
い
う
「
官
簿
」
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
四
に
、
官
職
設
置
の
由
来
お
よ

び
光
武
の
省
職
以
来
置
か
れ
な
か
っ
た
官
職
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
と
の
重
複
を
避
け
載
せ
な
い
、
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
徐
氏
は
同
書
の
注
文
が
人
員
職
掌
と
沿
革
を
述
べ
な
が
ら
前
者
に
比
重
を
置
い
た
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
歴

史
的
な
動
態
よ
り
は
静
的
な
典
制
の
記
述
に
主
眼
が
置
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
後
に
再
び
取
り
上
げ
た
い
。

こ
の
よ
う
に
司
馬
彪
は
『
周
礼
』
を
牧
民
の
徳
の
至
り
と
し
、
次
代
の
た
め
の
典
範
と
仰
ぎ
つ
つ
、
光
武
節
倹
の
制
を
「
常
憲
」
と
し

て
提
示
す
る
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
強
い
同
時
代
へ
の
関
心
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
あ
た
か
も
、『
九
州
春
秋
』
で
描
か
れ
た
覇

世
か
ら
自
身
目
に
し
た
魏
末
の
政
争
を
経
、
自
ら
そ
の
皇
統
に
つ
ら
な
る
晋
朝
は
産
声
を
上
げ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。B

eck

氏
もE

.

B
alazs

氏
の
言
葉
を
引
い
て
示
唆
す
る
よ
う
、
続
百
官
志
は
建
国
間
も
な
い
西
晋
王
朝
の
、
同
時
代
そ
し
て
未
来
の
た
め
の
経
典
と
し
て

編
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
続
百
官
志
の
最
後
に
付
せ
ら
れ
る
司
馬
彪
の
賛
、「
帝
道
淵
黙
、
冢
帥
徳
を
修
む
。
寡
は
以
て
衆
を
御
し
、
分
職

乃
ち
克
く
す
。
置
か
ず
監
せ
ず
、
驕
す
る
無
く
�
う
無
し
。
是
の
師
徒
を
程
と
し
、
民
を
寧
ん
じ
国
を
康
ん
ず
」
は
そ
の
よ
う
な
彼
の
姿

勢
を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
続
百
官
志
の
内
容
、
体
裁
と
そ
の
資
料
的
来
源
と
の
関
係
に
つ
き
、
先
行
研
究
の
論
点
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二

続
百
官
志
の
内
容
・
形
式
お
よ
び
先
行
す
る
著
作
と
の
関
係

ま
ず
、
続
百
官
志
の
基
本
的
体
裁
を
確
認
す
る
た
め
に
、
百
官
一
か
ら
大
尉
と
そ
の
属
官
、
百
官
二
か
ら
太
常
・
太
史
令
と
そ
れ
ら
の

属
官
の
条
文
を
、
本
文
と
注
と
の
区
別
に
注
意
し
て
段
落
分
け
し
つ
つ
、
例
と
し
て
掲
げ
よ
う
（
史
料
の
性
格
上
、
訓
読
は
し
な
い
）。
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太
尉
、
公
一
人
。（
本
注
曰
、
掌
四
方
兵
事
功
課
、
歳
尽
即
奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
。
凡
郊
祀
之
事
、
掌
亜
献
。
大
喪
則
告
謚
南
郊
。

凡
国
有
大
造
大
疑
、
則
与
司
徒
・
司
空
通
而
論
之
。
国
有
過
事
、
則
与
二
公
通
諌
争
之
。
世
祖
即
位
、
為
大
司
馬
。
建
武
二
十
七

年
、
改
為
太
尉
。）

長
史
一
人
、
千
石
。（
本
注
曰
、
署
諸
曹
事
。）

掾
史
属
二
十
四
人
。（
本
注
曰
、
漢
旧
注
東
西
曹
掾
比
四
百
石
、
余
掾
比
三
百
石
、
属
比
二
百
石
、
故
曰
公
府
掾
、
比
古
元
士

三
命
者
也
。
或
曰
、
漢
初
掾
史
辟
、
皆
上
言
之
、
故
有
秩
比
命
士
。
其
所
不
言
、
則
為
百
石
属
。
其
後
皆
自
辟
除
、
故
通
為
百

石
云
。
西
曹
主
府
史
署
用
。
東
曹
主
二
千
石
長
吏
遷
除
及
軍
吏
。
…
（
後
略
）
…
）

令
史
及
御
属
二
十
三
人
。（
本
注
曰
、
漢
旧
注
公
令
史
百
石
、
自
中
興
以
後
、
注
不
説
石
数
。
御
属
主
為
公
御
。
閤
下
令
史
主

閤
下
威
儀
事
。
記
室
令
史
主
上
章
表
報
書
記
。
…
（
後
略
）
…
）

太
常
、
卿
一
人
、
中
二
千
石
。（
本
注
曰
、
掌
礼
儀
祭
祀
、
毎
祭
祀
、
先
奏
其
礼
儀
。
及
行
事
、
常
賛
天
子
。
…
（
後
略
）
…
）

丞
一
人
、
比
千
石
。（
本
注
曰
、
掌
凡
行
禮
及
祭
祀
小
事
、
總
署
曹
事
。
其
署
曹
掾
史
、
隨
事
為
員
、
諸
卿
皆
然
。）

太
史
令
一
人
、
六
百
石
。（
本
注
曰
、
掌
天
時
、
星
暦
。
凡
歲
将
終
、
奏
新
年
暦
。
…
（
後
略
）
…
）

丞
一
人
。
明
堂
及
霊
台
丞
一
人
、
二
百
石
。（
本
注
曰
、
二
丞
、
掌
守
明
堂
・
霊
台
。
霊
台
掌
候
日
月
星
気
、
皆
属
太
史
。）

…
（
以
下
に
博
士
祭
酒
、
太
祝
令
、
太
宰
令
、
大
予
楽
令
、
高
廟
令
、
世
祖
廟
令
が
続
く
）
…

右
属
太
常
。（
本
注
曰
、
有
祠
祀
令
一
人
、
後
転
属
少
府
。
有
太
卜
令
、
、
後
省
并
太
史
。
中
興
以
来
、
省
前
凡
十
官
。）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
書
は
次
の
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
官
府
ご
と
に
、
ま
ず
長
官
、
つ
い
で
次
官
以
下
の
属
官
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
員
数
と
秩
石
が
本
文
で
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
の
職
掌
と
、
と
き
に
簡
単
な
沿
革
が
注
の
中
で
記
さ
れ
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る
。
こ
の
基
本
的
な
形
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
の
が
、
徐
冲
氏
の
論
文
の
功
績
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
上
で
な
お
い
く
つ
か
の
点
を
補
足
す
れ
ば
、
ま
ず
太
尉
条
の
注
で
掾
属
・
令
史
御
属
の
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
が
詳
述
さ
れ
た

上
で
、
他
の
三
公
、
司
徒
・
司
空
の
条
で
は
「
掾
属
三
十
一
人
、
令
史
及
御
属
三
十
六
人
」
な
ど
と
記
す
に
と
ど
め
、
そ
れ
ら
の
詳
細
を

注
記
し
て
は
い
な
い
、
す
な
わ
ち
煩
瑣
な
繰
り
返
し
を
避
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
様
の
工
夫
は
世
祖
廟
条
の
注
に
「
如
高

廟
」
と
す
る
所
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

第
二
に
、
徐
氏
は
注
に
お
い
て
各
官
の
沿
革
の
記
事
が
ご
く
簡
略
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
の
み
な
ら
ず
官
名
の
意
味
な
ど
に
関

す
る
考
証
的
記
述
が
全
般
に
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
比
べ
れ
ば
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
が
、

『
漢
官
解
詁
』
や
『
漢
官
儀
』
な
ど
後
漢
時
代
の
職
官
儀
注
書
に
比
べ
た
と
き
、
そ
の
特
徴
は
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
徐
氏
の
指
摘
の
よ
う

に
同
書
以
来
、
職
官
志
の
類
に
在
官
者
の
名
前
を
挙
げ
な
い
こ
と
が
伝
統
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
官
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

逸
話
の
た
ぐ
い
を
同
書
が
い
っ
さ
い
載
せ
な
い
こ
と
も
│
│
同
書
が
正
史
中
の
一
篇
で
あ
る
点
を
考
慮
し
つ
つ
も
│
│
、『
漢
官
儀
』
な

ど
と
比
較
し
て
の
特
徴
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、B

eck

氏
は
太
傅
条
（
正
し
く
は
注
）
の
「
掌
以
善
導
、
無
常
職
」
と
の
記
述
が
理
念
的
に
過
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、

同
様
に
理
念
化
・
形
式
化
さ
れ
た
記
述
は
た
と
え
ば
太
尉
・
司
徒
・
司
空
の
三
公
に
お
け
る
注
、（
太
尉
）「
掌
四
方
兵
事
功
課
、
歲
盡
即

奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
」、（
司
徒
）「
掌
人
民
事
…
凡
四
方
民
事
功
課
、
歲
盡
則
奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
」、（
司
空
）「
掌
水
土
事
…
凡
四
方
水

土
功
課
、
歲
盡
則
奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

第
四
に
同
書
の
全
体
の
構
成
を
見
た
と
き
、
上
公
の
太
傅
か
ら
三
公
、
つ
い
で
中
二
千
石
の
九
卿
以
下
中
央
諸
官
、
そ
し
て
刺
史
・
太

守
・
県
令
以
下
の
地
方
官
、
最
後
に
諸
侯
王
国
と
冊
封
下
の
四
夷
君
長
、
と
い
う
よ
う
に
、
中
央
か
ら
順
を
追
っ
て
同
心
円
状
に
四
夷
へ

と
広
が
る
帝
国
秩
序
の
理
念
│
│
そ
れ
は
『
周
礼
』
の
世
界
構
想
で
も
あ
る
│
│
の
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
な
お
四
夷
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君
長
の
後
に
は
百
官
受
奉
例
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

以
上
の
諸
点
を
見
た
と
き
、
先
章
で
述
べ
た
同
書
の
特
質
が
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。
同
書
は
『
周
礼
』
に
ス
タ
イ
ル
の
範
を
と
り
な

が
ら
、
簡
潔
さ
を
旨
と
し
て
煩
瑣
な
叙
述
を
整
理
、
制
度
の
動
態
よ
り
は
静
態
的
典
制
の
提
示
に
比
重
を
置
き
、
帝
国
の
全
体
秩
序
の
も

と
に
官
制
の
理
念
的
あ
り
方
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
同
書
の
特
質
は
、
同
書
が
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
・
或
い
は
関
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
同
書
の
資
料
的
来
源
に
関
す
る
従
来
の
見
解
を
紹
介
、
検
討
し
て
み
た
い
。

（
�
）

ま
ず
、『
続
漢
書
』
八
志
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
呉
樹
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
蔡
邕
の
「
十
意
」
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
東
観
漢
記
』
の
志
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
十
意
中
、
篇
名
の
わ
か
る
も
の
と
し
て
律
暦
・
礼
・
楽
・
郊
祀
・
天
文
・
車

服
・
朝
会
の
七
篇
が
あ
る
（『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
注
引
『
邕
別
伝
』、『
史
通
』
古
今
正
史
篇
）。
の
こ
る
三
篇
に
つ
い
て
呉
氏
は
不
明
と
し

て
お
り
、
こ
の
中
に
百
官
意
の
類
が
含
ま
れ
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
蔡
邕
の
典
章
制
度
の
学
に
直
接
大
き
な
影
響
を
与
え
た

（
�
）

の
は
師
の
胡
広
で
あ
り
、
胡
広
に
は
漢
朝
の
官
僚
制
度
を
解
説
し
た
『
漢
官
解
詁
』
の
著
が
あ
る
。
思
う
に
、
蔡
邕
は
『
漢
官
解
詁
』
が

す
で
に
あ
る
た
め
、
師
へ
の
遠
慮
も
あ
り
十
意
の
中
に
敢
え
て
は
百
官
意
を
入
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
続
漢
書
』
律
暦
志

・
天
文
志
に
つ
い
て
は
司
馬
彪
が
蔡
邕
の
撰
述
を
継
承
し
た
こ
と
が
『
晋
書
』
の
志
に
明
言
さ
れ
る
が
、
続
百
官
志
に
つ
い
て
は
以
上
の

理
由
よ
り
蔡
邕
の
直
接
的
影
響
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
呉
氏
や
谷
井
氏
も
示
唆
す
る
よ
う
に
『
漢
官
解
詁
』（
以
下

『
解
詁
』；

引
用
文
は
孫
星
衍
輯
本
に
よ
る
）
の
影
響
を
そ
こ
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
続
百
官
志
の
太
僕
条

注
「
掌
車
馬
。
…
大
駕
則
執
馭
」
は
『
解
詁
』「
大
駕
則
公
卿
奉
引
、
大
将
軍
驂
乗
、
太
僕
御
」
に
、
同
・
廷
尉
条
注
「
掌
平
獄
、
奏
当

所
応
。
凡
郡
国
讞
疑
罪
、
皆
処
当
以
報
」
は
『
解
詁
』「
廷
尉
當
理
疑
獄
」
に
、
宗
正
条
注
「
掌
序
録
王
国
嫡
庶
之
次
、
及
諸
宗
室
親
属

遠
近
、
郡
国
歳
因
計
上
宗
室
名
籍
」
は
『
解
詁
』「
又
歲
一
治
諸
王
世
譜
差
序
秩
第
」
に
、
大
司
農
条
注
「
辺
郡
諸
官
請
調
度
者
、
皆
為
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報
給
、
損
多
益
寡
」
は
『
解
詁
』「
辺
都
諸
官
請
調
者
、
皆
有
調
均
報
給
之
也
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
し
た
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
右
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
解
詁
』
か
ら
の
直
接
的
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
も
難
し
く
、
何
ら
か
の
継
承
関
係
は
否

定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
大
幅
な
改
編
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
呉
氏
お
よ
びB

eck

氏
は
『
東
観
漢
記
』
百
官
表
か
ら
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る
。『
続
漢
書
』
全
体
が
『
東
観
漢
記
』
を
大

き
な
資
料
源
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
続
百
官
志
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
存
す
る
『
東
観
漢
記
』
百
官
表
佚
文
に

職
掌
に
関
す
る
記
述
は
き
わ
め
て
乏
し
く
、
そ
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
。

徐
冲
氏
は
、
先
章
で
挙
げ
た
続
百
官
志
序
文
に
「
そ
の
官
簿
に
依
り
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、「
官
簿
」
す
な
わ
ち
漢
代
の
諸
般
の
行
政

記
録
を
そ
の
資
料
来
源
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
中
、
秩
律
で
は
前
漢
初
期
の
御
史
大
夫
か
ら
秩
百
二
十

石
の
下
級
官
吏
に
至
る
ま
で
の
官
秩
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
尹
湾
漢
墓
木
牘
「
東
海
郡
吏
員
定
簿
」
に
は
「
大
守
吏
員
廿
七
人
。
大

守
一
人
、
秩
□
二
千
石
。
大
守
丞
一
人
、
秩
六
百
石
。
卒
史
九
人
、
属
五
人
、
書
佐
九
人
、
門
兵
佐
一
人
、
小
府
嗇
夫
一
人
、
凡
廿
七

（
�
）

人
」
の
よ
う
に
各
官
の
定
員
と
官
秩
を
載
せ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
同
記
録
が
比
二
百
石
以
上
の
い
わ
ゆ
る
長
吏
の
み
に
対
し
て
官
秩
を
記

し
、
以
下
の
少
吏
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
記
さ
な
い
こ
と
も
続
百
官
志
と
同
様
で
あ
る
。
続
百
官
志
本
文
が
こ
う
し
た
行
政
文
書
の
類
を
来

源
の
一
つ
と
し
た
可
能
性
は
考
慮
し
て
よ
い
。
た
だ
し
注
に
お
け
る
職
掌
、
と
き
に
は
簡
略
な
沿
革
な
ど
の
記
述
ま
で
も
が
漢
代
、
公
的

行
政
文
書
に
記
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
が
た
い
。
本
章
冒
頭
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
続
百
官
志
注
に
記
載
さ
れ
る

各
官
司
の
職
掌
は
典
章
儀
礼
の
制
と
密
接
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
前
後
漢
四
百
年
余
り
の
間
に
漸
次
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
法

的
に
規
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
職
故
実
を
記
し
た
職
官
儀
注
書
に
記
載
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
事
項
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
先
に
引
い
た
続
百
官
志
・
太
尉
令
史
及
御
属
条
の
本
注
に
は
「
漢
旧
注
に
公
令
史
百
石
と
あ
り
、
中
興
よ
り
以

『
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後
、
注
に
石
数
を
説
か
ず
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
本
注
が
「
漢
旧
注
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
「
漢
旧
注
」
な

る
書
に
つ
い
て
、
谷
井
氏
は
胡
広
『
漢
官
解
詁
』
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
箇
所
で
引
か
れ
る
「
旧
注
」
を
谷
井
氏
は
衛

宏
『
漢
旧
儀
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
続
百
官
志
注
と
『
解
詁
』
と
の
類
似
が
一
部
記
事
に
認
め
ら

れ
な
が
ら
、
前
者
が
後
者
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
訳
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
り
、『
漢
旧
儀
』
あ
る
い
は
応
劭
『
漢

官
儀
』
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
こ
の
二
書
お
よ
び
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
と
、
続
百
官
志
注
の
記
事
と
の
類

似
箇
所
も
比
べ
て
お
こ
う
。

太
史
令：

（
続
百
官
志
注
）
掌
天
時
・
星
暦
。
凡
歳
将
終
、
奏
新
年
暦
。
凡
国
祭
祀
・
喪
・
娶
之
事
、
掌
奏
良
日
及
時
節
禁
忌
。
凡
国
有
瑞
応

・
災
異
、
掌
記
之
。
／（
漢
旧
儀
）
太
史
令
凡
歳
将
終
、
奏
新
年
暦
。
凡
国
祭
祀
喪
娶
之
事
、
掌
奏
良
日
及
時
節
禁
忌
。
／（
漢
官

儀
）
掌
天
時
星
暦
、
凡
歳
奏
新
年
暦
。
凡
国
祭
祀
喪
娶
之
事
、
奏
良
日
。
国
有
瑞
応
災
異
、
掌
記
之
。

大
鴻
臚：

（
続
百
官
志
注
）
掌
諸
侯
及
四
方
帰
義
蛮
夷
。
…
／（
漢
官
儀
）
秦
置
典
客
、
掌
諸
侯
及
帰
義
蛮
夷
。
漢
因
之
。
…

光
禄
勲：

（
続
百
官
志
注
）
掌
宿
衛
宮
殿
門
戸
、
典
謁
署
郎
更
直
執
戟
、
宿
衛
門
戸
、
…
／（
百
官
公
卿
表
）
郎
中
令
、
秦
官
、
掌
宮
殿
掖
門

戸
、
有
丞
。
…

太
僕：

（
続
百
官
志
注
）
掌
車
馬
。
天
子
毎
出
、
奏
駕
上
鹵
簿
用
。
大
駕
則
執
馭
。
／（
百
官
公
卿
表
）
太
僕
、
秦
官
、
掌
輿
馬
、
有
両
丞
。

と
く
に
太
史
令
の
記
事
で
は
続
百
官
志
注
と
『
漢
旧
儀
』
と
の
間
に
強
い
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
に
み
れ
ば
そ
う
し
た
箇
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所
は
部
分
的
に
と
ど
ま
る
。
続
百
官
志
注
が
先
行
す
る
職
官
儀
注
書
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
訳
で
は
な
く
、
と
く
に
職
掌
内
容
に
関
す
る

部
分
に
つ
い
て
適
宜
取
捨
選
択
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
以
上
か
ら
も
了
解
さ
れ
よ
う
。

司
馬
彪
は
、
漢
代
の
官
文
書
や
職
官
儀
注
書
を
資
料
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
独
自
に
再
編
集
し
、
本
文
に
吏
員
と
官
秩
を
、
注
に
職
掌

を
記
す
と
い
う
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
形
式
に
よ
り
、
漢
代
の
官
制
を
全
体
的
構
想
の
も
と
に
整
然
と
提
示
し
た
。
百
官
公
卿
表

を
「
や
や
条
貫
あ
り
」
と
評
価
し
た
彼
の
秩
序
的
叙
述
へ
の
志
向
が
こ
こ
に
は
強
く
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
志
向
は
彼
の
思
想
傾
向
、

そ
し
て
同
時
代
の
思
潮
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
先
章
で
彼
に
玄
学
へ
の
傾
斜
の
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
魏
晋
時
代

の
名
理
学
・
玄
学
の
持
つ
抽
象
的
思
弁
と
論
理
的
形
式
へ
の
志
向
性
が
当
時
の
司
法
観
念
や
律
の
体
系
に
ま
で
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ

（
�
）

と
を
筆
者
は
前
稿
で
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
影
響
が
司
馬
彪
の
官
制
叙
述
に
も
及
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
至
り
、
あ
ら
た
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
時
代
思
潮
の
も
と
続
百
官
志
が
編
ま
れ
た
と
す
る
な

ら
、
ま
さ
し
く
同
じ
時
代
に
編
ま
れ
た
も
う
一
つ
の
官
制
の
典
範
、
す
な
わ
ち
他
な
ら
ぬ
泰
始
令
、
な
か
ん
ず
く
官
品
令
・
吏
員
令
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
れ
ら
と
続
百
官
志
注
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
章
を
改
め

て
検
討
し
た
い
。

三

泰
始
官
品
令
と
吏
員
令
の
形
式

晋
初
の
泰
始
年
間
に
公
布
さ
れ
た
法
典
、
い
わ
ゆ
る
泰
始
律
令
が
、
刑
法
典
た
る
律
と
行
政
法
典
の
令
か
ら
な
る
律
令
制
の
確
立
の
上

で
画
期
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
泰
始
律
令
は
現
在
佚
文
と
し
て
残
る
の
み
だ

が
、『
大
唐
六
典
』
巻
六
、
尚
書
刑
部
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
典
た
る
令
四
十
篇
の
篇
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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一
、
戸

二
、
学

三
、
貢
士

四
、
官
品

五
、
吏
員

六
、
俸
稟

七
、
服
制

八
、
祠

九
、
戸
調

十
、
佃

十
一
、
復

除

十
二
、
関
市

十
三
、
捕
亡

十
四
、
獄
官

十
五
、
鞭
杖

十
六
、
医
薬
疾
病

十
七
、
喪
葬

十
八
、
雑
上

十
九
、
雑

中

二
十
、
雑
下

二
十
一
、
門
下
散
騎
中
書

二
十
二
、
尚
書

二
十
三
、
三
台
秘
書

二
十
四
、
王
公
侯

二
十
五
、
軍
吏
員

二
十
六
、
選
吏

二
十
七
、
選
将

二
十
八
、
選
雑
士

二
十
九
、
宮
衛

三
十
、
贖

三
十
一
、
軍
戦

三
十
二
、
軍
水
戦

三
十
三
至
三
十
八
皆
軍
法

三
十
九
・
四
十
皆
雑
法

こ
の
う
ち
、
官
制
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
四
の
官
品
と
五
の
吏
員
、
お
よ
び
二
十
一
の
門
下
散
騎
中
書
か
ら
二
十
三
の
三
台
秘

書
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
れ
ら
各
篇
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
文
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
唐
六
典
』
そ
の
他
諸
書
に
は
晋

令
の
佚
文
が
一
定
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
の
篇
に
属
す
る
か
不
明
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
張
鵬
一
氏
は
こ
れ
ら
を
輯
佚
し
て

（
�
）

『
晋
令
輯
存
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ら
条
文
の
内
容
か
ら
所
属
篇
目
を
推
定
し
、
晋
令
を
復
元
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
に
は

大
き
な
問
題
が
あ
り
、
明
ら
か
に
他
篇
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
条
文
が
採
録
さ
れ
て
い
た
り
、
そ
も
そ
も
晋
令
で
あ
る
か
疑
わ
し
い
も
の

を
採
録
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
い
ま
、
諸
書
に
残
さ
れ
た
晋
令
の
佚
文
と
確
か
に
判
定
さ
れ
る
も
の
を
通
見
す
る
に
（
こ
の
作
業
に
は

電
子
文
献
が
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
を
正
直
に
告
白
す
る
）、
そ
の
篇
名
が
わ
か
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
晋
某
令
に
曰
く
」
な
ど
と
し
て

（
�
）

引
か
れ
る
も
の
は
官
品
令
に
限
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
列
挙
し
よ
う
。

晋
官
品
令
曰
、
三
公
緑
綟
綬
也
。（『
太
平
御
覧
』
巻
二
百
六
、
職
官
部
四
、
総
叙
三
公
）

晋
官
品
令
云
、
太
子
太
師
、
品
第
三
、
旧
視
尚
書
令
、
位
在
卿
下
、
進
賢
両
梁
冠
、
五
時
朝
服
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
五
、
太
子

太
師
）

晋
官
品
令
、
太
子
太
師
、
佩
水
蒼
玉
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
五
、
太
子
太
師
）

晋
官
品
令
云
、
太
子
太
師
、
銀
印
青
綬
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
六
十
五
、
太
子
太
師
）
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晋
官
品
令
、
游
撃
将
軍
第
四
品
。（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
二
、
胡
三
省
注
）

晋
官
品
令
、
司
馬
、
官
品
第
一
、
武
冠
、
絳
朝
服
、
佩
山
玄
玉
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
十
一
、
大
司
馬
）

晋
官
品
令
云
、
尚
書
僕
射
・
尚
書
六
人
、
皆
銅
印
黒
綬
、
進
賢
両
梁
冠
、
納
言
幘
、
絳
朝
服
、
佩
水
蒼
玉
、
執
笏
負
符
。
加
侍
中

者
、
武
冠
（
原
作
官
）
左
貂
金
蝉
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
十
九
、
尚
書
）

晋
官
品
令
、
給
事
黄
門
四
人
、
大
法
駕
出
、
次
直
黄
門
侍
郎
從
駕
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
十
八
、
給
事
黄
門
侍
郎
）

晋
官
品
令
、
給
事
黄
門
四
人
、
与
侍
中
掌
文
案
、
讃
相
威
儀
、
典
署
其
事
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
十
八
、
給
事
黄
門
侍
郎
）

晋
官
品
令
云
、
大
法
駕
出
、
則
次
直
侍
中
護
駕
、
正
直
侍
中
負
伝
国
璽
陪
乗
、
不
置
剣
、
余
皆
騎
従
。
御
登
殿
、
与
散
騎
常
侍
対

状
、
侍
中
居
左
、
常
侍
居
右
。『
北
堂
書
鈔
』
巻
五
十
八
、
侍
中
）

晋
官
品
令
云
、
旧
侍
中
職
掌
、
擯
威
儀
、
尽
献
納
、
糾
正
補
過
、
文
楽
若
有
不
正
、
皆
得
馭
除
。
書
表
章
奏
、
皆
掌
署
也
。（『
北
堂

書
鈔
』
巻
五
十
八
、
侍
中
）

晋
令
、
諸
王
置
妾
八
人
、
郡
公
侯
六
人
。
官
品
令
、
第
一
・
第
二
品
有
四
妾
、
第
三
・
第
四
品
有
三
妾
、
第
五
・
第
六
有
二
妾
、
第

七
・
第
八
有
一
妾
。（『
魏
書
』
巻
十
八
、
太
武
五
王
伝
）

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
官
品
令
と
名
を
冠
し
て
い
な
が
ら
、
官
品
の
み
な
ら
ず
員
数
、
職
掌
、
衣
冠
、
さ
ら
に
は
妾
数
な
ど

（
�
）

官
品
に
付
随
す
る
諸
特
権
に
至
る
ま
で
記
載
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
栗
原
益
男
氏
や
中
村
圭
爾
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
記
載
と
「
五

吏
員
」、「
七

服
制
」
や
「
二
十
一

門
下
散
騎
中
書
」、「
二
十
二

尚
書
」
な
ど
と
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
い
に
く
張
氏
の
復
元
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
諸
篇
の
正
確
な
条
文
は
不
明
な
が
ら
、
篇
目

（
�
）

か
ら
判
ず
る
限
り
、
右
に
挙
げ
た
官
品
令
に
お
け
る
吏
員
職
掌
衣
服
の
記
載
と
、
吏
員
令
に
記
載
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
各
官
の
定
員
、
服
制

令
に
記
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
百
官
衣
服
の
制
、
あ
る
い
は
門
下
散
騎
中
書
・
尚
書
令
に
記
載
の
あ
ろ
う
こ
れ
ら
諸
官
の
職
掌
内
容
と
は
重
複
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を
来
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
泰
始
律
令
は
「
前
代
の
律
令
の
本
注
繁
雑
」
な
る
を
厭
い
「
其
の
苛
穢
を
�
き
、
其
の
清
約
を
存

す
」
る
（『
晋
書
』
刑
法
志
）
こ
と
に
つ
と
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
栗
原
氏
は
、
そ
の
理
由
を
泰
始
令
が
ま
だ
十
分
に
整
理
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
が
、
先
章
で
確
認
し
た
『
続
漢
書
』
百
官
志
の
体
裁
に
照
ら
し
た
と
き
、
別
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
よ

う
に
思
え
る
。

こ
こ
で
、
唐
令
を
参
照
し
て
み
よ
う
。『
唐
令
拾
遺
』
の
復
元
に
よ
れ
ば
、
唐
職
員
令
の
形
式
は
た
と
え
ば
三
師
三
公
台
省
職
員
令
第

二
条

左
丞
相
一
人
、
右
丞
相
一
人
（
掌
統
理
衆
務
、
挙
持
綱
目
、
総
判
省
事
）、
左
丞
一
人
（
掌
管
轄
諸
司
、
糾
正
省
内
、
勾
吏
部
戸
部

礼
部
等
十
二
司
、
通
判
都
省
事
）、
右
丞
一
人
（
掌
管
兵
部
刑
部
工
部
等
十
二
司
、
余
与
左
丞
同
）
…

の
よ
う
に
、
吏
員
数
を
本
文
で
、
職
掌
を
注
釈
で
記
す
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
敦
煌
発
見
永
徽
東
宮
諸
府
職
員
令
残
巻

（
�
）

（P.4634,
4634

C
1

・2,
S.1880,

3375,
11446

）
で
も
確
認
さ
れ
、
そ
こ
で
は
職
掌
が
割
り
注
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測

す
る
な
ら
、
晋
令
で
も
同
様
に
、
官
品
令
・
吏
員
令
は
元
来
そ
れ
ぞ
れ
官
品
・
吏
員
を
記
し
た
本
文
と
、
職
掌
そ
の
他
を
記
し
た
割
り
注

か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
唐
官
品
令
は
、
官
品
ご
と
に
そ
の
官
品
に
該
当
す
る
官
名
を
列
挙
す
る
。
晋
官
品
令
も
同
様
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
上
記
佚
文
の
原
形
は
仮
に
次
の
よ
う
に
復
元
さ
れ
う
る
（
侍
中
、
尚
書
、
給
事
黄
門
侍
郎
の
官
品
に
つ
い
て
は

『
通
典
』
晋
官
品
に
拠
っ
た
）。

第
三
品

太
子
太
師
（
銀
印
青
綬
、
佩
水
蒼
玉
。
旧
視
尚
書
令
、
位
在
卿
下
、
進
賢
両
梁
冠
、﹇
給
﹈
五
時
朝
服
。）、
侍
中
（
旧
侍
中
職
掌
、

擯
威
儀
、
尽
献
納
、
糾
正
補
過
、
文
楽
若
有
不
正
、
皆
得
馭
除
。
書
表
章
奏
、
皆
掌
署
也
。）、
尚
書
（
尚
書
僕
射
・
尚
書
六
人
、
皆

銅
印
黒
綬
、
進
賢
両
梁
冠
、
納
言
幘
、
絳
朝
服
、
佩
水
蒼
玉
、
執
笏
負
符
。
加
侍
中
者
、
武
冠
左
貂
金
蝉
。）

『
続
漢
書
』
百
官
志
と
晋
官
品
令
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第
四
品

游
撃
将
軍
（
…
）、
…

第
五
品

給
事
黄
門
侍
郎
（
四
人
、
与
侍
中
掌
文
案
、
贊
相
威
儀
、
典
署
其
事
。
大
法
駕
出
、
次
直
黄
門
侍
郎
從
駕
。）、
…

こ
の
よ
う
な
形
式
を
想
定
し
た
場
合
、『
魏
書
』
に
引
か
れ
る
官
品
令
佚
文
「
第
一
・
第
二
品
有
四
妾
…
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き

か
問
題
が
残
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
う
し
た
品
秩
ご
と
の
身
分
待
遇
の
規
定
は
官
品
令
全
体
の
末
尾
に
一
括
し
て
記
さ
れ
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、『
続
漢
書
』
百
官
志
の
末
尾
に
百
官
受
俸
例
が
記
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
唐
職
員
令
は
官
府
ご
と
に
長
官
か
ら
属
官
ま
で
各
官
の
定
員
を
記
す
。
晋
吏
員
令
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
『
続
漢
書
』
百
官
志
の
全
体
構
成
と
一
致
す
る
。
晋
吏
員
令
の
確
た
る
条
文
は
見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
も
唐
職
員
令
と
同

様
、
吏
員
を
記
す
本
文
と
職
掌
そ
の
他
を
記
す
注
文
か
ら
成
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
唐
六
典
』
が
単
に
「
晋
令
」
と
し

て
引
用
す
る
条
文
、「
中
書
侍
郎
四
人
、
品
第
四
、
給
五
時
朝
服
、
進
賢
一
梁
冠
」、「
詹
事
丞
一
人
、
品
第
七
、
銅
印
黒
綬
、
進
賢
一
梁

冠
、
皂
朝
服
、
局
擬
尚
書
左
右
丞
」
は
吏
員
令
の
一
部
で
あ
り
、
元
来
「
中
書
侍
郎
四
人
（
品
第
四
、
給
五
時
朝
服
、
進
賢
一
梁
冠
）」

の
形
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
晋
官
品
令
と
吏
員
令
が
、
そ
れ
ぞ
れ
官
品
・
吏
員
を
記
す
本
文
と
、
職
掌
そ
の
他
を
記
す
注
文
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測

し
た
。
も
と
よ
り
根
拠
に
乏
し
い
憶
測
で
は
あ
る
が
、
こ
の
推
測
を
わ
ず
か
な
が
ら
支
え
る
事
例
と
し
て
、
晋
令
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る

梁
令
が
本
文
と
注
よ
り
成
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

天
監
の
初
め
、
武
帝
、
尚
書
刪
定
郎
済
陽
の
蔡
法
度
に
命
じ
、
令
を
定
め
て
九
品
を
為
さ
し
む
。
秩
定
ま
る
や
、
帝
、
品
下
に
注
す

ら
く
一
品
は
秩
万
石
と
為
し
、
第
二
第
三
は
中
二
千
石
と
為
し
…
（『
隋
書
』
巻
二
十
六
、
百
官
志
上
）

『
続
漢
書
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百
官
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晋
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ま
た
、
二
〇
〇
二
年
に
甘
粛
省
畢
家
灘
よ
り
出
土
し
た
十
六
国
墓
の
棺
に
、
晋
律
の
本
文
と
と
も
に
律
注
が
割
り
注
で
記
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
挙
げ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
に
、
仮
に
官
品
令
も
し
く
は
吏
員
令
の
注
と
し
て
想
定
し
た
記
載
が
元
来
、
職
官
儀
注
書
の
類
に
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
晋
官
品
令
﹇
注
﹈
に
お
け
る
尚
書
の
服
制
、「
加
侍
中
者
、
武
冠
左
貂
金
蝉
」
が
、『
漢
官
儀
』
の
中
に
「
侍

中
、
金
蝉
左
貂
」、
な
い
し
は
「
中
常
侍
、
秦
官
也
。
漢
興
、
或
用
士
人
、
銀
璫
左
貂
。
光
武
已
後
、
專
任
宦
者
、
右
貂
金
璫
」
な
ど
の

類
似
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
か
ら
も
十
分
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
職
官
儀
注
書
の
影
響
の
も
と
、
官
制
に
関
す
る
法
規
と
し
て
、
晋
泰
始

令
は
漢
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
職
掌
等
規
定
を
も
盛
り
込
ん
だ
新
し
い
形
式
を
と
り
、
唐
令
の
形
態
へ
の
先
蹤
と
し
て
画
期
的
な
意
義

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
（
こ
の
新
形
式
は
割
り
注
の
活
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
張
・

曹
論
文
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
木
か
ら
紙
へ
の
書
写
材
料
の
変
遷
が
そ
の
一
背
景
を
為
す
で
あ
ろ
う
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
き
た
い
）。

晋
泰
始
官
品
令
、
吏
員
令
は
、
先
行
す
る
漢
魏
の
諸
規
定
と
と
も
に
職
官
儀
注
書
の
類
を
参
照
し
つ
つ
、
本
文
と
注
に
分
け
た
整
然
と

し
た
形
式
で
、
新
王
朝
の
た
め
の
一
代
の
典
範
を
提
示
し
た
。
泰
始
三
年
、
新
た
に
成
っ
た
律
令
が
御
前
に
奏
上
さ
れ
た
際
に
「
武
帝
親

し
く
自
ら
講
に
臨
み
、
裴
楷
を
し
て
執
読
せ
し
む
」（『
晋
書
』
刑
法
志
）
と
、
儒
教
の
講
学
礼
と
同
様
の
儀
式
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

同
法
典
が
経
書
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
晋
官
品
令
と
吏
員
令
が
、
先
章
ま
で
で
確
認
し
た
『
続
漢
書
』
百
官
志
と
同
様
の
形
式
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
時
代
精
神

の
も
と
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
的
な
が
ら
述
べ
て
き
た
。
両
者
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
魏
末

晋
初
、
ま
だ
二
十
過
ぎ
で
あ
っ
た
司
馬
彪
の
著
作
が
国
家
の
令
典
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
は
思
え
な
い
。
秘
書
郎
と
し
て
律
令

奏
上
の
場
に
参
列
し
た
で
あ
ろ
う
彼
は
、
同
法
典
の
影
響
の
も
と
、
新
た
な
盛
世
へ
の
期
待
と
不
安
を
胸
に
『
続
漢
書
』
を
編
ん
だ
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
の
後
、
つ
か
の
ま
の
天
下
再
統
一
と
、
八
王
の
乱
の
天
下
土
崩
を
彼
は
目
の
当
た
り
に
し
つ
つ
、
そ
の
さ

『
続
漢
書
』
百
官
志
と
晋
官
品
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な
か
に
世
を
去
っ
た
。

お

わ

り

に

（
�
）

西
晋
時
代
、
儒
教
的
規
範
意
識
が
著
し
い
高
ま
り
を
見
せ
、
国
政
の
諸
般
が
経
義
に
依
拠
し
た
こ
と
を
渡
邉
義
浩
氏
は
強
調
す
る
。
同

氏
やB

eck

氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、『
続
漢
書
』
百
官
志
は
現
王
朝
の
た
め
の
経
典
と
し
て
編
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
精
神
は
泰

始
律
令
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
続
漢
書
』
百
官
志
に
お
け
る
、
周
礼
の
ご
と
く
静
的
か
つ
簡
潔
整
然
と
し
た
型
式
は
、
こ
う

し
た
同
書
の
性
格
目
的
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
周
礼
的
な
官
制
記
述
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
後
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
後
退
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。

『
宋
書
』
百
官
志
、『
南
斉
書
』
百
官
志
、
或
い
は
佚
文
と
し
て
残
る
『
斉
職
儀
』、
い
ず
れ
も
簡
繁
の
差
こ
そ
あ
れ
、
各
官
の
定
員
に
続

い
て
そ
の
職
掌
と
沿
革
を
述
べ
る
形
を
と
り
、
制
度
の
静
態
よ
り
は
史
的
動
態
に
重
き
を
置
く
よ
う
で
あ
る
。
後
漢
時
代
、
胡
広
『
漢
官

解
詁
』
や
応
劭
『
漢
官
儀
』
な
ど
の
職
官
儀
注
書
が
経
典
へ
の
批
擬
を
意
識
し
つ
つ
も
、
制
度
の
史
的
変
遷
の
記
述
に
比
重
を
置
き
始
め

（
�
）

た
こ
と
を
筆
者
は
以
前
に
述
べ
た
が
、
史
が
経
よ
り
独
立
し
て
い
く
過
程
で
、
い
わ
ば
経
典
化
と
歴
史
化
、
官
制
記
述
に
お
け
る
双
方
向

の
拮
抗
が
魏
晋
南
北
朝
を
通
じ
て
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
晋
時
代
、
儒
教
的
規
範
意
識
の
高
ま
り
の
な
か
で
の
、
前
者
へ

の
大
き
な
振
幅
の
現
れ
と
し
て
、『
続
漢
書
』
百
官
志
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
振
幅
の
最
後
を
飾
る
よ
う
に
、
唐
開
元
中
に
編
纂
さ
れ
た
『
大
唐
六
典
』
は
周
知
の
よ
う
に
周
礼
に
な
ぞ
ら
え
た
官
制
記
述

の
形
を
と
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
最
後
に
、
谷
井
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
官
制
記
述
は
経
典
の
束
縛
を
離
脱
し
て
い
く
。
魏
晋
時
代
か
ら
唐

代
ま
で
を
一
つ
の
時
代
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
こ
こ
で
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
続
漢
書
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注
（
１
）
渡
邉
義
浩
「
司
馬
彪
の
修
史
」（
同
氏
『
西
晋
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）

（
２
）
谷
井
俊
仁
「
官
制
は
い
か
に
叙
述
さ
れ
る
か：

『
周
礼
』
か
ら
『
会
典
』
へ
」（『
人
文
論
叢
（
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
研
究
紀
要
）』

第
二
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
中
村
圭
爾
「
六
朝
に
お
け
る
官
僚
制
の
叙
述
」（
同
氏
『
六
朝
政
治
社
会
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三

年
、
所
収
）。
と
く
に
谷
井
論
文
は
、
中
村
論
文
・
徐
論
文
に
先
立
っ
て
「
百
官
志
」
の
本
・
注
分
か
れ
た
元
来
の
構
成
が
周
礼
を
モ
デ
ル

と
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
お
り
、
重
要
で
あ
る
。

（
３
）

B
.

J.
M

ansvelt
B

eck,
T

he
treatises

of
later

H
an

:
their

author,
sources,

contents,
and

place
in

C
hinese

historiography,
E

.
J.

B
rill,

L
eiden,

1990

（
４
）
徐
冲
「《
続
漢
書
・
百
官
志
》
与
漢
晋
間
的
官
制
撰
述
│
│
以
�
郡
太
守
�
条
的
辨
証
為
中
心
│
│
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
三
年
第

四
期
）

（
５
）
司
馬
彪
の
『
荘
子
』
注
は
、
茆
泮
林
輯
『
荘
子
注
』（『
百
部
叢
書
集
成
』
五
七
『
十
種
古
逸
書
』
所
収
）、
王
叔
岷
「
茆
泮
林
荘
子
司
馬
彪

注
考
逸
補
正
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
一
六
冊
、
一
九
四
七
年
）
が
佚
文
を
輯
録
す
る
。

（
６
）
陳
寅
恪
「
書
世
説
新
語
文
学
類
鍾
会
撰
四
本
論
始
畢
条
後
」（
原
載
『
中
山
大
学
学
報
』
一
九
五
六
年
第
三
期
、
の
ち
『
金
明
館
叢
稿
初

編
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
所
収
）

（
７
）
呉
樹
平
「
蔡
邕
撰
修
的
《
東
観
漢
記
》
十
志
」（
同
氏
『
秦
漢
文
献
研
究
』
斉
魯
書
社
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）

（
８
）
福
井
重
雅
「
蔡
邕
と
『
独
断
』」（『
史
観
』
第
一
〇
七
号
、
一
九
八
二
年
）

（
９
）
連
雲
港
市
博
物
館
ほ
か
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）

（
１０
）
拙
稿
「
魏
晋
南
朝
の
司
法
に
お
け
る
情
理
の
語
に
つ
い
て
」（『
関
西
学
院
史
学
』
四
一
号
、
二
〇
一
三
年
）

（
１１
）
『
晋
令
輯
存
』（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）

（
１２
）
『
隋
書
』
経
籍
志
、
史
部
職
官
篇
に
は
「
梁
有
徐
宣
瑜
晋
官
品
一
巻
」
と
あ
り
、
晋
官
品
令
が
職
官
儀
注
に
関
す
る
単
行
本
と
し
て
南
朝
ま

で
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
晋
令
中
、
こ
と
官
品
令
の
み
が
篇
名
を
冠
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で
本
文
・
注
が
渾
然

と
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
続
漢
書
』
百
官
志
と
晋
官
品
令

一
八



（
１３
）
栗
原
益
男
「
逸
文
か
ら
み
た
令
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」（
唐
代
史
研
究
会
編
『
律
令
制
│
│
中
国
朝
鮮
の
法
と
国
家
』
汲
古
書
院
、
一

九
八
六
年
、
所
収
）、
中
村
圭
爾
「
晋
南
朝
律
令
と
諸
身
分
構
成
」（
注
（
２
）
所
掲
同
氏
著
所
収
）

（
１４
）
栗
原
氏
は
堀
敏
一
氏
の
指
摘
（「
晋
泰
始
律
令
の
成
立
」；

原
載
『
東
洋
文
化
』
六
〇
号
、
一
九
八
〇
年
。
の
ち
同
氏
『
律
令
制
と
東
ア
ジ

ア
世
界：

私
の
中
国
史
学
２
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
に
再
収
）
を
踏
ま
え
、
泰
始
吏
員
令
が
主
に
地
方
官
を
対
象
と
し
た
こ
と
を
推

定
す
る
。
栗
原
氏
が
そ
う
述
べ
る
根
拠
は
、
泰
始
令
四
十
篇
の
う
ち
戸
令
か
ら
雑
令
ま
で
の
第
一
グ
ル
ー
プ
が
曹
魏
州
郡
令
に
ほ
ぼ
相
当

す
る
と
の
推
測
に
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
吏
員
令
の
前
に
置
か
れ
た
官
品
令
も
主
に
地
方
官
を
対
象
と
し
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
し
か
る
に
晋
官
品
令
の
佚
文
は
す
べ
て
が
中
央
官
を
対
象
と
し
て
お
り
、
従
っ
て
次
の
吏
員
令
も
中
央
百
官
を
包
括
す
る
も
の
と

見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
１５
）
劉
俊
文
『
敦
煌
吐
魯
番
唐
代
法
制
文
書
考
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
１６
）
張
俊
民
・
曹
旅
寧
「
畢
家
灘
《
晋
律
注
》
相
関
問
題
研
究
」（『
考
古
与
文
物
』
二
〇
一
〇
年
第
五
期
）

（
１７
）
注
（
１
）
所
掲
同
氏
著
第
二
章
の
諸
篇
参
照
。

（
１８
）
拙
稿
「
胡
広
『
漢
官
解
詁
』
の
編
纂
│
│
そ
の
経
緯
と
構
想
│
│
」（『
史
林
』
八
六
│
四
、
二
〇
〇
三
年
）、「
応
劭
『
漢
官
儀
』
の
編
纂
」

（『
関
西
学
院
史
学
』
三
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）

『
続
漢
書
』
百
官
志
と
晋
官
品
令

一
九


